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市長への提案 受付実績 提案・回答 
 

令和２年１月から令和２年３月中に皆様からいただいた提案等は１１件でした。 

 

平成２年１月～令和２年３月受付分 

区分 件数 

環境衛生 ５件 

福祉関係 ２件 

教育文化 ２件 

防災 １件 

都市基盤 １件 

その他 ０件 

合計 １１件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇環境衛生 

 

 

標題 歩き煙草，路上喫煙等の禁止について 

提案の趣旨 受動喫煙による健康被害のない社会実現のため，歩き煙草や路上

喫煙を禁止してほしい。 

回答 平成３０年に改正された健康増進法が令和２年４月に施行さ

れ，受動喫煙の防止について，より強化が図られることとなっ

ています。 

 この法律では，望まない受動喫煙を防止するため，多数の者

が利用する施設の区分に応じて，喫煙の禁止や当該施設の管理

権限を有する者が講じるべき措置が定められました。 

 そのため，喫煙の禁止について同法の趣旨を踏まえ，関係者

が必要な措置を講じていくものと考えます。 

 御指摘の中にある，煙草のポイ捨てについては，現在でも廃

棄物処理法，軽犯罪法，道路交通法等の各種法令により既に禁

止されており，喫煙者は，公共の場所を汚さないように喫煙の

マナーを守る必要があります。 

 喫煙者には，受動喫煙が他人に与える健康への被害や影響

と，公共の場所の美化の観点から，責任ある行動が求められて

いることから，マナー向上のための啓発に努めてまいります。 

担当課 市民課 

皆様からお寄せいただきました提案（匿名により回答していないものも含む）のうち，令

和２年１月から３月までに文書で回答した案件を，個人情報に十分留意した上でお知らせし

ます。 

ただし，企業等の営業活動，お礼や私的なもの，誹謗中傷，個人が特定できるものなど，

公開することが適当でないと判断したものを除いています。 

寄せられた皆様からの提案は，市長が目を通し，竹原市のより良いまちづくりに役立たせ

るようにしてまいります。 
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標題 消防団の屯所での飲食について 

提案の趣旨 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，換気の悪い屯所で

の飲食を自粛するよう要請してほしい 

回答  新型コロナウイルス感染症については，全国的に拡大してお

り，広島県内においても，４月２日時点で１１名の方が感染され，

いつ，どこで感染してもおかしくない状況にあると認識していま

す。 
 このような状況を鑑み，国においては「換気の悪い空間」，「多

数の集まる密集場所」，「間近で会話や発声をする密接場所」のい

わゆる「３つの密」を避ける取組の徹底が必要であると示されて

おり，消防団においても，３つの密に繋がる可能性のある飲食や

会合などは，消防団活動に限らず，控えていただくよう注意喚起

を図っているところです。 
 今後も，国や県，関係機関と連携を図りながら，新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止に努めてまいります。 
担当課 危機管理課 


